
設
置
義
務
化
ま
で

あ
と
1
カ
月

住
宅
用
火
災
警
報
器

　

平
成
18
年
中
の
建
物
火
災
の
う
ち
、

約
6
割
は
住
宅
火
災
で
す
。

　

建
物
火
災
に
よ
る
全
国
の
死
者
数
の

約
9
割
を
住
宅
火
災
が
占
め
て
お
り
、

そ
の
数
は
1
、
1
8
7
人
に
も
な
り
ま

す
。
そ
の
う
ち
、
約
6
割
が
火
災
に
気

付
く
の
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る「
逃
げ

遅
れ
」が
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
の
中

で
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
が
高
く

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の

高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
さ
ら
に
死
者

数
が
増
加
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
火
災
を
早

期
に
発
見
し
避
難
す
る
こ
と
で
、
火
災

に
よ
る
死
者
数
を
少
し
で
も
減
ら
す
た

め
、
平
成
16
年
6
月
に
消
防
法
が
改
正

さ
れ
住
宅
用
火
災
警
報
器
な
ど
の
設
置

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、火
災
予
防
条
例
を
改
正
し
、

新
築
の
住
宅
は
平
成
18
年
6
月
1
日
か

ら
、
既
存
の
住
宅
も
平
成
20
年
5
月
31

日
ま
で
に
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
化
し

ま
し
た
。

逃
げ
遅
れ
を
減
ら
す
た
め
に

　

火
災
時
の「
逃
げ
遅
れ
」を
防
ぐ
た

め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
は
、
就
寝
に
使

わ
れ
る
居
室
と
階
段
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

ま
た
、
台
所
は
火
気
を
使
用
す
る
場

所
な
の
で
、
設
置
に
努
め
る
場
所
と
位

置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

設
置
義
務
化
ま
で
あ
と
1
カ
月
を
切

り
ま
し
た
。
1
日
も
早
く
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意
！ 

　
「
す
ぐ
に
設
置
し
な
い
と
罰
則
が
あ

る
」と
う
そ
を
つ
い
た
り
、「
消
防
の
方

か
ら
点
検
に
来
ま
し
た
」な
ど
と
言
っ

て
住
宅
用
火
災
警
報
器
や
消
火
器
を
高

額
な
値
段
で
売
り
付
け
る
業
者
に
よ
る

被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

消
防
職
員
や
消
防
団
員
、
市
の
職
員

な
ど
が
直
接
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
販

売
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

万
が
一
被
害
に
遭
っ
た
場
合
は
、
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
23
‐
1
1
6
1
）

ま
た
は
市
消
防
本
部
予
防
課
、
最
寄
り

の
消
防
署
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
消
防
本
部
予
防
課︵
☎

20
‐
1
5
9
1
︶へ
。

　

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た

め
、
6
月
8
日（
日
）か
ら
毎
月
第
2
・

第
4
日
曜
日
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
利

用
す
る
機
会
の
多
い
、
市
民
課
や
税
務

課
な
ど
の
窓
口
を
開
庁
し
ま
す
。

開
庁
日
＝
毎
月
第
2
・
第
4
日
曜
日

（
6
月
8
日
か
ら
開
始
）

開
庁
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
30
分

開
庁
部
署
・
業
務
内
容

■
市
民
課︵
☎
20
︲
1
5
2
5
︶

　

各
種
証
明
書
の
交
付（
戸
籍
、住
民
票
、

印
鑑
登
録
証
明
書
、
外
国
人
登
録
原

票
記
載
事
項
証
明
書
、
諸
証
明
な
ど
）

　

戸
籍
の
届
け
出
の
受
領
、
住
民
異
動

届
の
受
け
付
け
、
印
鑑
登
録

■
保
険
年
金
課︵
☎
20
︲
1
5
2
6
︶

◦
国
民
健
康
保
険
関
係

　

資
格
の
取
得
・
喪
失
・
変
更
の
届
け

出
の
受
け
付
け
、
保
険
証
の
再
発
行

　

高
額
療
養
費
･
限
度
額
認
定
証
・
特

別
療
養
費
な
ど
の
給
付
関
係
の
申
請

の
受
け
付
け

◦
長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
）関
係 

　

資
格
の
取
得
・
喪
失
・
変
更
の
届
け

出
の
受
領

　

障
害
認
定
・
限
度
額
適
用
・
高
額
医

療
費
の
申
請
受
領

◦
国
民
年
金
関
係

　

資
格
の
取
得
・
喪
失
・
変
更
に
関
す

る
届
け
出
の
受
け
付
け

　

学
生
納
付
特
例
・
免
除
申
請
の
受
け

付
け

■
税
務
課︵
☎
20
︲
1
5
1
3
︶

　
課
税
証
明
な
ど
の
証
明
書
の
交
付

■
資
産
税
課︵
☎
20
︲
1
5
1
4
︶

　

評
価
証
明
な
ど
の
証
明
書
の
交
付

■
児
童
家
庭
課︵
☎
20
︲
1
5
3
8
︶

◦
児
童
手
当
関
係

　

新
規
請
求
・
額
改
定
・
不
足
書
類
・

消
滅
届
・
現
況
届
の
受
け
付
け

◦
母
子
・
父
子
家
庭
等
医
療
関
係

　

母
子
・
父
子
家
庭
等
医
療
費
等
助
成

申
請
の
受
け
付
け

◦
乳
幼
児
医
療
・
小
学
生
医
療
費
助
成

関
係

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
受
給
券
の
交
付

申
請
・
小
学
生
医
療
費
助
成
の
申
請

の
受
け
付
け

　

業
務
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
手
続
き

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前

に
、
業
務
を
担
当
す
る
各
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
休
日
開
庁
の
開
始
に
伴
い
、
毎
週
火

曜
日
の
市
民
課
窓
口
時
間
延
長
は

廃
止
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
く
わ
し
く
は
企
画
課︵
☎
20
︲

1
5
0
0
︶へ
。

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り

使
用
期
間
が
8
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
た
め
、
使
用
期
間
が
満
了
と
な

る
水
道
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
順
次
交

換
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

該
当
す
る
家
庭
や
事
業
所
な
ど
に
市

か
ら
委
託
を
受
け
た
業
者
が
交
換
作
業

に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
交
換
作
業
は
無
料
で
す
。
く
わ
し

く
は
市
水
道
部
工
務
課︵
☎
22
︲

0
2
6
9
︶へ
。

6
月
か
ら

毎
月
第
2
・
第
4
日
曜
日

市
役
所
窓
口
の
一
部
開
庁

委
託
を
受
け
た
業
者
が

交
換
に
伺
い
ま
す

水
道
メ
ー
タ
ー
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い
ま
す
）

交
付
日
時
＝
土
・
日
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
は
除
く
） 

午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時

交
付
場
所
＝
市
役
所
守
衛
室（
地
下
1

階
）、
中
央
公
民
館

交
付
方
法
＝
交
付
場
所
で
申
請
書
を
記

入（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
）

手
数
料
＝
1
通
3
0
0
円（
無
料
の
も

の
も
あ
り
ま
す
）

交
付
で
き
る
書
類
と
担
当
課

◦
住
民
票
の
写
し
、
住
所
証
明
…
市
民

課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）

◦
納
税
証
明
、課
税
証
明
、所
得
証
明
、

非
課
税
証
明
、
所
得
等
証
明（
児
童

手
当
用
・
扶
養
手
当
用
・
奨
学
生

用
）、
法
人
住
所
証
明
…
税
務
課（
☎

20
‐
1
5
1
3
）

◦
評
価
証
明
、資
産
証
明
、公
課
証
明
、

　

 

記
載
事
項
証
明
…
資
産
税
課（
☎

20
‐
1
5
1
4
）

　

交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
本
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の（
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
）を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
各
担
当
課
へ
。

　
　

成
田
市
監
査
委
員　

野
中
憲
男

　
　
　
　
　

同　
　
　
　

海
保
貞
夫

︻
定
期
監
査
︼

監
査
の
対
象
と
範
囲
＝
企
画
政
策
部
、

総
務
部
、
空
港
部
、
市
民
安
全
部
、

市
民
部
、
環
境
部
、
保
健
福
祉
部
、

経
済
部
、
土
木
部
、
都
市
部
、
水

道
部
、教
育
総
務
部
、生
涯
学
習
部
、

会
計
室
、
議
会
事
務
局
、
監
査
委

員
事
務
局
、
農
業
委
員
会
事
務
局
、

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
、
消
防

本
部
の
財
務
に
関
す
る
事
務

監
査
の
期
日
＝
平
成
19
年
10
月
11
日
・

12
日
・
15
日
・
24
日
、
11
月
5
日
・

6
日
・
9
日
・
12
日
、
平
成
20
年

1
月
15
日
・
16
日
・
23
日

実
施
し
た
監
査
手
続
き
＝
監
査
対
象
と

し
た
各
部
な
ど
の
財
務
に
関
す
る

事
務（
収
入
、
支
出
、
契
約
、
検
査
、

財
産
管
理
な
ど
）が
、
関
係
法
規
お

よ
び
予
算
に
基
づ
き
適
正
に
執
行

さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
各
部
な

ど
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
を
調
査

し
、
関
係
職
員
か
ら
説
明
を
聴
取

し
ま
し
た

監
査
の
結
果
＝
各
部
な
ど
の
財
務
に
関

す
る
事
務
は
、
お
お
む
ね
適
正
に

執
行
さ
れ
て
い
ま
し
た

︻
工
事
監
査
︼

監
査
の
対
象
＝
大
蕪
新
宮
線
地
盤
改
良

工
事

監
査
の
期
日
＝
平
成
20
年
2
月
5
日

実
施
し
た
監
査
手
続
き
＝
監
査
の
主
眼

は
工
事
の
技
術
面
と
し
、
こ
の
技

術
調
査
を（
社
）日
本
技
術
士
会
に

委
託
し
ま
し
た
。
そ
し
て
施
工
内

容
が
設
計
図
書
、
仕
様
書
お
よ
び

各
種
管
理
基
準
に
基
づ
き
効
率
的

か
つ
適
正
か
否
か
に
つ
い
て
実
施

し
ま
し
た
。
監
査
に
当
た
っ
て
は
、

関
係
職
員
お
よ
び
請
負
業
者
な
ど

の
出
席
を
求
め
、
関
係
書
類
の
調

査
な
ら
び
に
施
工
現
場
の
実
地
調

査
を
行
い
ま
し
た

監
査
の
結
果
＝
監
査
対
象
の
工
事
に
係

る
計
画
、
設
計
、
積
算
、
工
事
監
理
、

施
工
管
理
は
お
お
む
ね
適
正
な
も

の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た

※
く
わ
し
く
は
監
査
委
員
事
務
局　

︵
☎
20
︲
1
5
7
2
︶へ
。

　

平
日
市
役
所
へ
来
ら
れ
な
い
人
は
、

電
話
予
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民

票
や
納
税
証
明
な
ど
の
諸
証
明
書
類
を

土
・
日
曜
日
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

予
約
の
受
け
付
け
は
支
所
で
も
取
り

扱
い
ま
す
が
、
受
け
取
り
は
市
役
所
守

衛
室
ま
た
は
中
央
公
民
館
の
み
で
す
。

支
所
で
の
受
け
取
り
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
付
日
時
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
は
除
く
） 

午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時（
金
曜
日
は
午
後
3
時
ま

で
）

予
約
方
法
＝
電
話
で
担
当
課
に
交
付
の

予
約（
必
要
な
人
の
住
所
・
氏
名
・

受
け
取
り
場
所
・
時
間
な
ど
を
伺

作業日 予定地区 予定時間
5月12日（月） 並木町（成瀬台・野沢台）地区 午後11時

～

翌午前5時
5月13日（火） 並木町（成瀬台・二本松）地区
5月14日（水） 飯田町・飯仲地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　市水道部では水質維持のため、次の通り水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご了承ください。受水
槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

5月の水道水の排水作業日程

電
話
予
約
で

土
・
日
に
も

諸
証
明
書
の
窓
口
交
付

平
成
19
年
度
実
施
分
の

概
要
を
公
表
し
ま
す

定
期
監
査
・
工
事
監
査

（4月1日～15日）

市 長 日 誌

駅前番所開所式であいさつする小泉市長

1日 成田市新規採用職員入所式
 土地開発公社理事会
 成田市駅前番所開所式
2日  「公の施設における暴力団等の使

用等の排除に関する協定」調印式
3日 成田山全国競書大会授賞式
4日 成田赤十字看護専門学校入学式
5日  明治大学マンドリン倶楽部チャリ

ティーコンサート
6日 成田空港旗杯少年野球大会
7日 成田航空ビジネス専門学校入学式
8日 成田高校・付属中学校入学式
 市議会新清掃工場整備特別委員会
9日 成田中学校入学式
  成田市新規採用職員決意表明・市

長講話
10日 成田幼稚園入園式
  三郡市歯科医師会航空機災害対策

協議会総会
11日  成田地区民生委員児童委員協議会総会
  成田山総門建立記念「御開帳特別

夜舞台」
12日 成田市体育協会総会・表彰式
 成田太鼓祭成田山千年夜舞台
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市
で
は
、情
報
公
開
制
度
に
よ
っ
て
、

皆
さ
ん
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
市
が
保

有
す
る
公
文
書
を
開
示
し
た
り
、
附
属

機
関
な
ど
の
会
議
の
公
開
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
個
人
情
報
保
護
制
度
に
よ
っ

て
、
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
に

つ
い
て
適
正
に
管
理
し
、
個
人
に
関
す

る
権
利
や
利
益
の
保
護
に
努
め
て
い
ま

す
。

情
報
公
開
に
関
す
る
運
用
状
況

　

平
成
19
年
度
の
開
示
請
求
な
ど
の
件

数
は
、
38
件
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
に
つ

い
て
は
左
表
の
通
り
で
す
。

　

実
施
機
関
別
の
主
な
請
求
内
容
は
、

市
長
部
局
で
は
、
建
築
計
画
概
要
書
な

ど
の
建
築
確
認
や
市
長
交
際
費
に
関
す

る
文
書
、
議
会
で
は
、
議
長
交
際
費
や

政
務
調
査
費
に
関
す
る
文
書
で
し
た
。

　

市
長
・
議
長
の
交
際
費
の
ほ
か
に
、

教
育
長
・
消
防
長
の
交
際
費
も
公
表
し

て
い
ま
す
。

　

部
分
開
示
に
な
っ
た
文
書
は
、
個
人

に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
し
た
。

　

ま
た
、
開
示
請
求
内
容
に
該
当
す
る

文
書
を
市
が
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
不
開
示
決
定
と
し
た
も
の
も
あ
り

ま
し
た
。

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
運
用
状
況

　

市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
は
、
個
人

情
報
保
護
条
例
で
保
護
さ
れ
、
本
人
に

限
り
開
示
・
訂
正
・
利
用
停
止
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
は
7
件
の
開
示
請
求
が

あ
り
、
す
べ
て
を
開
示
し
た
も
の
は
4

件
、
部
分
開
示
し
た
も
の
が
1
件
、
不

開
示
が
2
件
で
し
た
。

情
報
公
開
お
よ
び
個
人
情
報
開
示
の

請
求
・
相
談
窓
口

  

情
報
公
開
お
よ
び
個
人
情
報
開
示
の

請
求
・
相
談
窓
口
は
、
市
役
所
1
階
行

政
資
料
室（
☎
20
‐
1
5
0
4
）で
す
。

　

開
示
を
請
求
で
き
る
情
報
は
、
市
の

職
員
が
職
務
上
作
成
ま
た
は
取
得
し
た

文
書
や
写
真
な
ど
で
、
市
が
管
理
し
て

い
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
自
分
自
身
の
情
報
は
、
本
人

で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
請
求
内
容
に
よ
っ
て

は
、
部
分
開
示
や
不
開
示
と
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

附
属
機
関
な
ど
の
会
議
を
公
開

　

会
議
の
透
明
性
・
公
平
性
を
確
保
す

る
た
め
、
市
の
附
属
機
関
な
ど
の
会
議

を
公
開
し
て
い
ま
す
。
平
成
19
年
度
は

延
べ
44
回
の
会
議
を
公
開
し
ま
し
た
。

　

会
議
の
開
催
予
定
は
、
行
政
資
料

室
と
総
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http

：

//w
w

w
.city.narita.chiba.jp/

sosiki/som
u/index.htm

l

）で
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。

各
種
行
政
資
料
の
閲
覧
な
ど

　

行
政
資
料
室
で
は
、
市
で
作
成
し
た

各
種
統
計
書
・
市
政
資
料
な
ど
を
自
由

に
閲
覧
で
き
、
貸
し
出
し
・
販
売
を

行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
総
務
課︵
☎
20
︲
1 

5
1
0
︶へ
。

　

家
庭
か
ら
出
る
使
用
済
み
天
ぷ
ら
油

を
資
源
と
し
て
有
効
利
用
す
る
た
め
、

毎
月
第
4
水
曜
日
に
回
収
を
行
い
ま

す
。

　

回
収
で
き
る
の
は
、
サ
ラ
ダ
油
、
菜

種
油
、
ご
ま
油
な
ど
の
植
物
油
で
す
。

未
使
用
で
消
費
期
限
の
切
れ
た
油
も
回

収
し
ま
す（
容
器
の
ま
ま
お
持
ち
く
だ

さ
い
）。

受
付
日
時
＝
毎
月
第
4
水
曜
日（
祝
日

の
場
合
は
翌
日
） 

午
前
9
時
〜
午
後

5
時

排
出
方
法
＝
フ
タ
が
閉
ま
る
容
器（
ペ 

ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
）を
す
す
ぎ
、
水

開
示
状
況
な
ど
を

公
表
し
ま
す

公
文
書
や
個
人
情
報

市
役
所
な
ど
で

回
収
し
ま
す

使
用
済
み
天
ぷ
ら
油

気
を
切
っ
て
か
ら
じ
ょ
う
ご
な
ど

を
使
い
、
充
分
に
冷
え
た
使
用
済

み
天
ぷ
ら
油
を
入
れ
て
回
収
場
所

へ
持
参

回
収
場
所
＝
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
市
役

所
2
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
農
産

土
木
課
、
各
公
民
館（
下
総
・
大
栄

公
民
館
を
除
く
）、
美
郷
台
地
区
会

館
※
事
業
系
の
油
、
ラ
ー
ド
な
ど
動
物
性

の
油
、
機
械
油
な
ど
は
回
収
し
ま
せ

ん
。
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進

課︵
☎
20
︲
1
5
3
0
︶、
下
総
支
所

農
産
土
木
課︵
☎
96
︲
1
1
1
2
︶、

大
栄
支
所
農
産
土
木
課︵
☎
73
︲

8
0
6
3
︶へ
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
で
水

道
水
を
受
水
槽
に
い
っ
た
ん
貯
め
て
、

建
物
の
利
用
者
に
飲
み
水
と
し
て
供
給

す
る
施
設
の
設
備
や
水
質
の
管
理
は
、

建
物
の
所
有
者
や
管
理
者
が
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

水
道
水
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
受
水
槽
の
清
掃
や
点
検
な
ど
、

適
切
な
管
理
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
工
務
課︵
☎

22
︲
0
2
6
9
︶へ
。

設
置
者
は
水
道
の

適
切
な
管
理
を

受
水
槽

情報公開に関する運用状況
（平成19年度請求状況）

実施機関 件数
決定内容

開示 部分開示 不開示

市長 27 18 7 2

水道事業管
理者

0 0 0 0

議会 4 2 2 0

監査委員 0 0 0 0

農業委員会 1 0 1 0

選挙管理委
員会

3 1 2 0

教育委員会 1 1 0 0

消防長 2 0 2 0

合計 38 22 14 2

個人情報保護に関する運用状況
（平成19年度請求状況）

実施機関 件数
決定内容

開示 部分開示 不開示

市長 6 4 0 2

消防長 1 0 1 0

合計 7 4 1 2
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